
〔 別表Ａ 〕

　［ １の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特定 - -

特定 - -

特別一般
特定

特別一般
特定

-

特別一般
特定 - -

特定 - -

- - -

　［ ２の項 ］

い地域① い地域②

ろ地域
（ち地域及
びり地域を

除く。）

ち地域 り地域

- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 - 特別一般

特定 特定 特定 - 特定

- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

輸出令別表第１の１の項（１）に掲げる貨物であって、以下のいずれ
かに該当するもの
　（イ）空気銃、散弾銃、ライフル銃又は火縄式銃砲であって、スポー
ツ用又は狩猟用のもの
　（ロ）救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃
　（ハ）（イ）に掲げるものに用いる銃砲弾
　（ニ）（イ）及び（ロ）に掲げるものの付属品（暗視機能を有する装置を
除く。）
　（ホ）（イ）から（ニ）までに掲げるものの部分品

輸出令別表第１の１の項（２）に掲げる貨物であって、産業用の発破
器

輸出令別表第１の１の項（３）に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若し
くは爆薬又はこれらの火工品であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の１の項の中欄に掲げるものであって、上記を除くも
の

輸出令別表第１の２の項（３）に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第３号に該当するもののうち、輸出申告の際の重水素の原子質量
の総量が２０キログラム未満のもの（原子炉用のものを除く。）

輸出令別表第１の１の項（３）に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若し
くは爆薬又はこれらの火工品であって、自動車用エアバックガス発生
器又は自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いられるもの（上記
を除くもの）

輸出令別表第１の１の項（３）に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若し
くは爆薬又はこれらの火工品であって、自動車用エアバックガス発生
器又は自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いられるもの（次の
いずれかに該当するものに限る。）
①　申請者が株式の過半数を有する者を需要者とするもの
②　需要者の株式の所有状況等について、①と実質的に同等と特に
認められる者を需要者とするもの

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／
特定包括輸出許可／特定子会社包括輸出許可マトリックス

輸出令別表第１の２の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第４号ロに該当するもの

輸出令別表第１の２の項(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる貨物であって、
貨物等省令第１条第１号、第２号、第４号又は第５号（第４号ロに該当
するものを除く。）に該当するもの

輸出令別表第１の２の項（３）に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第３号に該当するもの（原子炉用のものを除く。）

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地



- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

- - - - -

- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

- - - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特別一般
特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - -

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特定 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

- - - - -

特別一般
一般

特定 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般
特別一般

特定 - 特別一般
特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

輸出令別表第１の２の項（３３）に掲げる貨物であって、貨物等省令第
１条第３８号イに該当するもののうち、半導体製造に用いられる装置
に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもので
あって、半導体を製造する者を需要者とするもの

輸出令別表第１の２の項（１８）から（３８）までに掲げる貨物であって、
貨物等省令第１条第２３号から第４３号までのいずれかに該当するも
ののうち、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第11号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(17)２に掲げる貨物であって、貨物等省令第
４条第２号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの

輸出令別表第１の２の項(17)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(17)２に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第１号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第10号イに該当するもの

輸出令別表第１の２の項(6)に掲げる貨物のうち、リチウムの同位元素
の分離用の装置であって、貨物等省令第１条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第７号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第８号イに該当するもの

輸出令別表第１の２の項(8)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項（１２）１に掲げる貨物であって、貨物等省令
第１条第１４号に該当するもの（移設検知装置を搭載したものに限
る。）

輸出令別表第１の２の項(12)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第14号又は第17号に該当するもののうち、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(13)又は(14)に掲げる貨物であって、貨物等
省令第１条第18号又は第19号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
11条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第21号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(6)に掲げる貨物のうち、核燃料物質の成型
加工用の装置であって、貨物等省令第１条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(10)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の２の項(10の２)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第１条第10号の２又は第10号の３に該当するもの

輸出令別表第１の２の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第９号に該当するもの



特別一般
一般

特定 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

特別一般
一般

特別一般 特定 - 特定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　［ ３の項 ］

い地域① は地域①
は地域②
（ち地域を

除く。）

に地域②
（ち地域を

除く。）
ち地域

特別一般
一般

特定 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 特別一般 -

- - - - -

特別一般
一般

特定 特定 - -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 - -

特別一般
一般

特定 特定 - -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 - -

特別一般
一般

特定 特定 - -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 - -

特別一般
一般

特定 特定 特定 -

特別一般
一般

 特別一般
特別一般

特定
特別一般

特定 -

特別一般
一般

 特別一般 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 特定 -

［ ３の２の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸出令別表第１の２の項(39)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第３号イ、ロ若しくはホ、第４号又は第８号イに該当するもの

輸出令別表第１の２の項(39)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号イ若しくはロ又は第３号ヘからタまでのいずれかに該当するもので
あって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき２０キログラ
ム超のもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号イ若しくはロ又は第3号ヘからタまでのいずれかに該当するもので
あって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき２０キログラ
ム以下のもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号ハに該当するものであって、輸出申告の際の数量が１キログラム超
のもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号ハに該当するものであって、輸出申告の際の数量が１キログラム以
下のもの

輸出令別表第１の３の項(2)７又は９に掲げる貨物であって、上記を除
くもの

輸出令別表第１の３の項(2)に掲げる貨物であって、１～６、８、10、11
に掲げるもの

輸出令別表第１の３の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第２
条第１項第３号イからホまでのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号ニからトまでのいずれか若しくは第3号レからヤまでのいずれかに
該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質に
つき２０キログラム超のもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第２
号ニからトまでのいずれか若しくは第3号レからヤまでのいずれかに
該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質に
つき２０キログラム以下のもの

輸出令別表第１の２の項(40)～(52)に掲げる貨物であって、貨物等省
令第１条第45号～第62号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第１
号に該当するものであって、輸出申告の際の数量がそれぞれの物質
につき２０キログラム超のもの

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物として貨物等省令第２条第１項第１
号に該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物
質につき２０キログラム以下のもの

輸出令別表第１の３の項(2)７又は９に掲げる貨物であって、貨物等省
令第１条第３８号、第４０号に該当するもの

輸出令別表第１の３の項(2)７又は９に掲げる貨物のうち、上記を除く
ものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその
他の半導体製造工程に用いられるもの

輸出令別表第１の３の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第２
条第３項に該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地



い地域① は地域①
は地域②
（ち地域を

除く。）

に地域②
（ち地域を

除く。）
ち地域

- - - - -

特別一般
一般

特別一般
特別一般

特定
特別一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 特定 -

［ ４の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い地域① ほ地域
へ地域

（ち地域を
除く。）

ち地域

- - - -

- - - -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般
特別一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

- - - -

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

輸出令別表第１の３の２項（２）４に掲げる貨物であって、貨物等省令
第２条の２第２項第４号の２に該当するもののうち、半導体製造に用い
られる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられ
るものであって、半導体を製造する者を需要者とするもの

輸出令別表第１の３の２の項（1）に掲げる貨物であって、貨物等省令
第２条の２第１項に該当するもの

輸出令別表第１の３の２の項（２）に掲げる貨物であって、貨物等省令
第２条の２第２項に該当するもののうち、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(8)に掲げる貨物のうち、高分子材料 （複合
材料を含み、貨物等省令第３条第７号に規定するものを除く。）の製
造工程に用いられるもの

輸出令別表第１の４の項(8)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(9)から(12)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第３条第10号から第13号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(5)から(7)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第３条第６号から第８号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(13)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第１９号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第15号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第１号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(1)、(1の2)、(2)又は(3)１に掲げる貨物であっ
て、貨物等省令第３条第１号、第１号の２、第１号の３又は第２号に該
当するもの

輸出令別表第１の４の項(3)２に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第11号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第１１号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(13)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
４条第２号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当する
もの

輸出令別表第１の４の項(15)２又は４に掲げる貨物であって、貨物等
省令第１条第４号又は２２号に該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地



特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

- - - -

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

- - - -

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

- - - -

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(17)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第18号、第18号の２又は第18号の３に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第１７号の３ロ又はハに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)２又は４に掲げる貨物であって、上記を
除くもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第１号ロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第３号ロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(19)又は(20)に掲げる貨物であって、貨物等
省令第３条第20号、第20号の2又は第21号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項（18の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第３条第１９号の２に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第２号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(23)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24)に掲げる貨物であって、貨物等省令第１
条第21号又は第42号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第３条第25号の２に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24)に掲げる貨物であって、上記を除くもの



特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

［ ５の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

［ ６の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特別一般 -

［ ７の項 ］

い地域①
と地域②
（と地域③
を除く。）

と地域③ ち地域

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

輸出令別表第１の７の項（１）に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第１号カ又はヨに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第２号ヨに該当するもの（上記を除く。）

輸出令別表第１の５の項(1)、(3)～(8)まで又は(10)～(13)までに掲げる
貨物であって、貨物等省令第４条第１号～12号のいずれかに該当す
るもの

輸出令別表第１の５の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第４
条第12号ハ又はニに該当するもの

輸出令別表第１の５の項(14)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の５の項(15)から(17)までに掲げる貨物であって、貨
物等省令第４条第12号から第14号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(26)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号又は第27号に該当するもの

輸出令別表第１の５の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第４
条第15号ハ若しくはニに該当するもの

輸出令別表第１の５の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の５の項(19)に掲げる貨物であって、貨物等省令第４
条第16号に該当するもの

輸出令別表第１の６の項（１）から（１０）までに掲げる貨物であって、貨
物等省令第５条第１号から第１２号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１）又は（３）から（１４）までに掲げる貨物で
あって、貨物等省令第６条第１号（カ及びヨを除く。）又は第３号から
第１５号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第２号に該当するもの（上記を除き、窒化ガリウム、三酸化二ガリウ
ム若しくはダイヤモンドを用いた基板又は窒化ガリウム、三酸化二ガリ
ウム若しくはダイヤモンドのエピタキシャル層を有する基板を使用した
ものに限る。）

輸出令別表第１の７の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第２号ハ（１）５若しくは６若しくは（２）３若しくはニ（１）５若しくは６若
しくは（２）３若しくは４に該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地



特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

［ ８の項 ］

い地域①
と地域②
（と地域③
を除く）

と地域③ ち地域

特別一般
一般

 特定 特定 -

特別一般
一般

特定 特定 -

特別一般
一般

特別一般 特定 -

輸出令別表第１の７の項（１５の３）に掲げる貨物であって、貨物等省
令第６条第１６号の３に該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１６）に掲げる貨物であって、貨物等省令第
６条第１７号ヘ（２）から（４）まで又はルからシまで又は第１７号の２の
いずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１９）から（２１）までに掲げる貨物であって、
貨物等省令第６条第１９号（イ及びホを除く）から第２１号までのいず
れかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１９）に掲げる貨物であって、貨物等省令第
６条第１９号イ又はホのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１７）に掲げる貨物であって、貨物等省令第
６条第１７号の３に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(18)、(22)又は（23）に掲げる貨物であって、
上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項（１８）、（２４）又は（２５）に掲げる貨物であっ
て、貨物等省令第６条第１８号の２、第２５号又は第２６号のいずれか
に該当するもの

輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令
第７条第７号に該当するもの

輸出令別表第１の７の項（１７の２）に掲げる貨物であって、貨物等省
令第６条第１７号の４に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(18)、(22)又は（23）に掲げる貨物であって、
次に掲げるもの
イ　貨物等省令第６条第１８号に該当するもの（窒化ガリウム、三酸化
二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。）
ロ　貨物等省令第６条第２２号から第２４号までのいずれかに該当す
るもの（窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基
板に限る。）

輸出令別表第１の７の項（１６）に掲げる貨物であって、貨物等省令第
６条第１７号イ、ロ、ホ、ヘ（１）、ヌのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第16号ロに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(15の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第６条第１６号の２に該当するもの

輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令
第７条第１号ロに該当するもの

輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物のうち、貨物等省令第
７条第３号ロ若しくはハ又は第６号に該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地



特別一般
一般

特別一般 特別一般 -

［ ９の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

［ 10の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第３号イ、ロ若しくはホ、第４号又は第５号イに該当するもの

輸出令別表第１の９の項(2)、(3)、(5)、(5の2）､(5の3)、(5の4)又は(5の
5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８条第１号、第４号、第５号、
第５号の２、第５号の３、第５号の４又は第５号の５のいずれかに該当
するもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の９の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くも
の

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第２号イ(二)に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第７号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第８号イ(一)１，（二）１又は（三）に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ハに該当するもの

輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くも
の

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第１号イ(二)若しくは（六）又はロ(三)に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地



特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

［ 11の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特別一般 -

［ 12の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

 特定 -

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第12号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第11号の２ロに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(1１の２)～(13)に掲げる貨物であって、貨物
等省令第９条第13号の2～第15号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第16号イ又はロに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第11号の２イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(8の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第10号の２に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(14)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ニに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(7の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第９号の２に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第10号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第11号イ、ロ、ヲ又はワに該当するもの

輸出令別表第１の11の項(1)～(5)までに掲げる貨物であって、貨物等
省令第10条第１号～第９号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
号の３に該当するもの

輸出令別表第１の12の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
11条第１号の２に該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地



特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

 特定 -

特別一般
一般

特別一般 -

［ 13の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特別一般 -

特別一般
一般

特定 -

［ 14の項 ］

い地域① と地域② ち地域

特別一般
一般

特定 -

［ 15の項 ］

い地域① と地域② ち地域

- - -

輸出令別表第１の12の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の12の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
11条第４号ロ又は第10号ヘ若しくはトに該当するもの

輸出令別表第１の12の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の14の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令
第13条に該当するもの

輸出令別表第１の15の項(1)～(10)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第14条第１号～第11号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の13の項(1)から(5)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第12条第１号から第20号までのいずれか（第11号を除く。）に
該当するもの

輸出令別表第１の13の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
12条第11号に該当するもの

輸出令別表第１の12の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
11条第８号に該当するもの

輸出令別表第１の12の項(3)又は(4)に掲げる貨物であって、貨物等
省令第11条第２号又は第５号に該当するもの

輸出令別表第１の12の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
11条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の12の項(7)～(10)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第11条第11号～第14号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地

輸出令別表第１項番
仕 向 地


